
（様式６） 

判断基準が法令の定めに言い尽くされている場合の当該法令の規定 

 

処分基準（不利益処分関係） 

                                        （新設） 

資料番号 44-2 担当課 健康増進課 

法令名 
難病の患者に対する医療等に

関する法律 
根拠条項 21-4 

不利益処

分の種類 

指定医療機関に対する特定疾

病医療費の支払の一時差止め 

○難病の患者に対する医療等に関する法律 

（報告等） 

第二十一条 

都道府県知事は、特定医療の実施に関して必要があると認めるときは、指定医療機関若しくは

指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であった者（以下この項に

おいて「開設者であった者等」という。）に対し報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提

出若しくは提示を命じ、指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者（開

設者であった者等を含む。）に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しく

は指定医療機関について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

４ 指定医療機関が、正当な理由がなく、第一項の規定による報告若しくは提出若しくは提示を

命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、

若しくは忌避したときは、都道府県知事は、当該指定医療機関に対する特定医療費の支払を一時

差し止めることができる。 
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